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平成 29 年 2月:例会次第（平成 29年 2 月 25日開催） 
 
１.  会長挨拶 

 

 

 

２. 報告事項 

【会員の状況】 平成 29 年 1 月 
（1）   入会者：3 名 

     退会者：1 名  

      異 動： なし 

          

（２） 会員の状況（29年 1月） 

       Ａ会員：134 名、 Ｂ会員：159名、  合計：293名  

 

 

【総  務  部】 

★.脳卒中ケアユニット（ＳＣＵ）病棟新設に関する報告について 
   ・済生会滋賀県病院より報告。 

 

（１）平成２９年度会費について ＜再案内＞ 
標記について、平成 28年 12月 8日に開催した第 208 回臨時代議員会において、決議承

認されました。 

会員の皆様には、平成 29年度会費の納入につきご理解ご協力をお願いします。 

 

平成２９年度滋賀県医師会会費について 
１．滋賀県医師会会費徴収規程第３条に定める、満年齢による定額会費額並びにＡ会員の

減額会費額を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．滋賀県医師会会費徴収規程第４条に定める、Ａ会員の減額会費適用条件を次のとおり

とする。 
 

  第１項：前年度１月１日における在籍会員数が６名以上の私的病院を開設または管理

する会員。 

  第２項：前年（度）分の医業収入額が、満年齢７５歳未満の会員にあっては３千万 

会員区分 75 歳未満 75〜82 歳 83 歳以上 

A 会員 年額 21万円（毎期 7万円） 
年額 12 万円（毎期 4 万

円） 
0 

減額適用 A 会員 年額 12万円（毎期 4万円） 年額 6万円（毎期 2 万円） 0 

B 会員 
年額 3.6 万円（毎期 1.2 万

円） 
年額 1.8万円（毎期 0.6万

円） 
0 

C 会員 0 円  
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未満、７５歳以上８３歳未満の会員にあっては５百万円未満の会員。 

※在籍会員数が６名以上の私的病院を開設または管理する会員医療機関には、別途郵

送にてご案内いたします。 

 

（２）平成２９年度会費減額申請について ＜再案内＞ 
滋賀県医師会会費徴収規程第４条第 2項に定める「Ａ会員の会費の減額」について、申

請する会員は以下をご確認のうえ対応願いたい。 

1. 申請締日：平成２９年３月２１日  ※当日消印有効 

2. Ａ会員の減額会費適用条件： 

第 2 項：前年（度）分の医業収入額が、満年齢 75 歳未満の会員にあっては 3 千万

円未満 

  75歳以上 83歳未満の会員にあっては 5百万円未満の会員 

3.申請方法 

滋賀県医師会報１月号・2 月号に掲載する会費決定通知を確認のうえ、申請書様式を

コピーして、必要事項を記入し郵送にて滋賀県医師会事務局へ提出してください。 

  なお、滋賀県医師会 HP会員専用ページからも会費減額申請書様式はダウンロードでき

ます。 

http://www.shiga.med.or.jp/ 

 

（３）経過的特例により指定された難病指定医、小児慢性特定疾病指定医について 
  経過的特例による指定医（難病指定医、小児慢性特定疾病指定医）は平成 29 年 3 月

31 日までに都道府県等が開催する研修を受けなかったときは、経過的特例による指定医

の指定は当該日にその効力を失うと規定している。これまでに指定医に対して都道府県

等から個別に受講勧奨等を行っているほか、厚労省においても平成 28年度中に行われる

全国の当該研修一覧を HPに掲載する等の周知を行ったが、平成 28年 12月時点でまだ当

該研修を受講していない経過的特例による指定医が相当数いることが判明した。 

  ついては、今般、厚労省から、以下のとおり再度周知依頼があったのでご確認願いた

い。 

①研修は、指定医の指定を受けている都道府県等の開催する研修でなくとも、近隣の都道

府県等が開催する研修でも可能である。 

②平成 28年度中に研修を受けずに指定医の効力が失われた場合、再度指定医に指定される

ためには、改めて都道府県等に対して指定医の指定の申請を行う必要があり、指定に当

たっては都道府県等が開催する研修を受けることが必要となる。 

平成 28 年度中に行われる当該研修一覧等、詳細は厚労省 HPを参照。 

URL  
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/ 

 

（４）滋賀県医師会並びに地域医師会「災害時における相互支援に関する協定書」に

基づく訓練の実施について          （総務資料 1）ｐ.1 

  

（５）医療の安全管理体制の整備について       （総務資料 2）ｐ.5 

 

（６）かかりつけ医うつ病対応力向上研修会（フォローアップ研修会）の開催に 

ついて                     （総務資料 3）ｐ.7 

 

（７）平成 28年度 乳がん検診従事者講習会の開催について（通知） 
（総務資料 4）ｐ.15 

 

（８）第 4 回乳がん検診マンモグラフィ読影研修会のお知らせ（総務資料 5）ｐ.19 

http://www.shiga.med.or.jp/
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（９）「日本医師会年次報告書」2015－2016（平成 27 年度版）の日本医師会ホームペ

ージ（メンバーズルーム）への掲載について（    総務資料 6）ｐ.21 

 

（１０）「医療事故調査制度」周知ポスター等の送付について（総務資料 7）ｐ.22 

 

（１１）風しん及び風しんの定期接種（第 2期）対象者に対する積極的な接種勧奨並

びにワクチンの供給等について（依頼）    （総務資料 8）ｐ.24 

 

（１２）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核

健康診断の実施に伴う報告書の提出について（依頼）（総務資料 9）ｐ.25 

 

（１３）滋賀県立成人病センター  成人病Ｃ緩和ケアセンター長  堀 泰祐 先生 ３

月末日をもって定年退職。後任として 花木 宏治 先生が着任。 

 

（１４）大津地域産業保健センター運営協議会開催(２月２日)(総務資料 10)ｐ.29 

 

（１５）びわ湖メディカルネットの運用状況について   (総務資料 11)ｐ.33 

 

（１６）黄熱病に関する情報提供及び協力依頼について  （総務資料 12）ｐ.41 

 

（１７）平成２８年度 保険診療研修会の開催について（県医師会自主指導） 
（総務資料 13）ｐ.46 

 

（１８）国民健康保険被保険者証等の桁数の変更について（お知らせ） 
（総務資料 14）ｐ.48 

  

（１９）糖尿病教室講演会開催について        （総務資料 15）ｐ.50 
 

（２０）平成 29 年度日本医師会「医療安全推進者養成講座」の受講について 
(総務資料 16)ｐ.51 

 

（２１）救急病院等を定める省令に基づく救急病院の告示について(通知) 
(総務資料 17)ｐ.54 

 

（２２）第 20回滋賀在宅ホスピス緩和ケア研究会開催案内について 
（総務資料 18）ｐ.56 

 

（２３）「緩和ケアに関する学術講演会」開催のお知らせについて（総務資料 19）ｐ.57 

 

（２４）平成 29 年 2月 26 日湖南広域区休日急病診療所診療体制調整会議について 

    ・H28年度の受診者は、1日平均 126名（前年比＋5名）。 

     ・休日急病診療所でのトラブルについて（野洲市の件・甲賀市の件） 

 

 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）パウダー付き医療用手袋に関する取扱いについて 
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  米国食品医薬品局（FDA）が、医療用手袋に付いているパウダー（コーンスターチ等）

が安全性上のリスク要因になりうるとして、パウダー付き医療用手袋の流通を差し止

める措置をとることを発表した。ついては、厚労省から、我が国においても、一層の

安全性確保の観点から、パウダーフリー手袋への供給切り替えを促す旨通知されたの

でご了知願いたい。 

  なお、厚労省から医療機器製造販売業者等に対し、パウダー付き医療用手袋の取扱

いについて、平成30年末までにパウダーフリー手袋への供給切り替えを行うよう周知

徹底が図られているところだが、医療機関に於かれては以下を御参照のうえ対応をお

願いしたい。 

【パウダーフリー手袋への供給切り替えを行うまでの間の対応】 

①天然ゴム製のもの：手袋に付いているパウダーは、天然ゴムタンパクのアレルゲン

のキャリアとなり、まれにアレルギーを誘発する可能性があることや、肉芽腫や術後

癒着の形成リスクを高める恐れがあることが報告されているので、リスクを考慮して

本品の使用を検討する。 

②非天然ゴム製のもの：手袋に付いているパウダーは、肉芽腫や術後癒着の形成リス

クを高める恐れがあることが報告されているので、リスクを考慮して本品の使用を検

討する。 

 

（２）医薬品の適正な流通の確保について 
    今般、奈良県内の薬局チェーンにおいて、C型肝炎治療薬「ハーボニ―配合錠」の偽

造品が流通し、調剤された事例が認められた。 

  ついては、本剤を服用中の患者及びこれから服用開始予定の患者、服用を完了した

患者について、以下を確認のうえ対応願いたい。 

①医薬品を譲り受ける際は、当該医薬品が本来の容器包装等に収められているかどう

かその状態（未開封であること、添付文書が同梱されていること等を含む。）を確

認することに加え、譲渡人が必要な販売業許可等を有し、当該医薬品を適正な流通

経路から入手していることを確認するなど、偽造医薬品の混入を避けるため、必要

な注意をする。 

②患者等に対し、調剤した薬剤又は医薬品の販売等を行う際は、医薬品（その容器包

装等を含む）の状態を観察し、通常と異なると認められる場合はこれを販売せず、

異常のない医薬品を用いて改めて調剤するなど適切に対応する。また、通常と異な

ると認められる医薬品については、都道府県に連絡する。 

詳細は、厚生労働省HPを参照 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149369.html 

 

（３）Ｃ型肝炎治療薬「ハーボニ―配合錠」の偽造品への対応について 
    今般、偽造品への対策として、以下のとおり対応いただくようお願いしたい。 

①これまでに発見されている「ハーボニ―配合錠」の偽造品については、いずれも外

箱（紙箱）に収められておらず、本来流通することがないボトル容器単体の状態で

流通していることが確認されている。このため、「ハーボニ―配合錠」を譲り受け

る際に、外箱（紙箱）に収められていないボトル容器単体の状態のものは譲り受け

ないこと。 

②「ハーボニ―配合錠」の取扱実績のある医療機関においては、「ハーボニ―配合錠」

の在庫品及び過去の取扱状況の確認を行い、外箱に収められていない在庫品が存在

している又は過去に取扱っていた可能性がある場合には、速やかにその旨を所管の

都道府県に報告すること。 

③外箱に収められていない在庫品が存在している場合、当該在庫品の販売や調剤は行わ

ず、所管の都道府県から指示があるまでは他の医薬品と区別して保管すること。 

④医療機関において、「ハーボニ―配合錠」を調剤した患者等から、偽造品の疑いがある

旨の情報等が寄せられた場合には、患者等に持参を求め、厚生労働省HPに掲載の“真

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149369.html
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正品・偽造品の例”を参考のうえ、異常がないか等の確認を行うこと。偽造品の疑い

がある場合には、速やかに所管の都道府県に連絡すること。 

⑤偽造品を服用していたおそれがある患者を把握した際には、医療機関においては当該

患者の診療状況の確認を行うこと。 

詳細は、厚生労働省HPを参照 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149369.html 

 

（４）米国産のウシ由来物を原材料として製造される医薬品等の使用について 
今回新たに以下の医薬品が承認されたが、当該医薬品を使用する場合、医療機関には

患者に対する説明の励行が求められる。製造販売業者から配布される患者向け説明文書

等を用いて、患者に対し説明を行っていただきたい。 

成分名 販売名（製造販売業者） 種類、適応等 

クリサンタスパーゼ 
アーウィナーゼ筋注用1000 

(大原薬品工業㈱) 
急性白血病（慢性白血病の急性転化例

を含む）、悪性リンパ腫 

 

（５）医療機器及び再生医療等製品の不具合等報告の症例の公表及び活用について 
 今般、平成28年度第2回薬事・食品衛生審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会

に報告された事例の一覧が公表された。公表された情報を共有し、医療機器等の安全使

用の向上に役立てていただきたい。 

 詳細は、厚生労働省HP参照。 

「平成28年度第2回薬事・食品衛生審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会」

議事次第及び資料 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146390.html 

 

（６）医療事故情報収集等事業 第 47 回報告書について 
   日本医療機能評価機構は、平成16年10月から、医療機関から報告された医療事故情報

等を収集、分析し、その分析結果を定期的な報告書として提供することにより、広く医

療機関が医療安全対策に有用な情報を共有するとともに、国民に対して情報を提供する

ことを通じて、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的として実施しており、今般、

第47回報告書が公表された。 

   ついては、同様の事例の再発防止及び発生の未然防止のため、本報告書をご活用願い

たい。 

①報告の現況（対象：2016年7～9月に報告された事例） 

・報告件数：866件 

 （療養上の世話37.2％、治療・輸血31.5％、薬剤7.9％、ドレーン・チュー

ブ6.5％） 

・報告医療機関数：報告義務対象276医療機関、参加登録申請756医療機関 

②ヒヤリ・ハット事例（対象：2016年7～9月に報告された事例） 

・発生件数情報報告件数：221,007件、事例情報報告件数：7,566件 

・参加医療機関数：1,195医療機関 

③今回取り上げた「医療事故情報等分析のテーマ」 

腫瘍用薬の関連した事例、小児用ベッドから転落に関連した事例 

④今回取り上げた「再発・類似事例のテーマ」 

 薬剤の取り違え、膀胱留置カテーテルによる尿道損傷 

http://www.med-safe.jp/contents/report/ 
 

（７）医薬品の「使用上の注意」の改訂について 

      下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、医薬品医療機器総合

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149369.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146390.html
http://www.med-safe.jp/contents/report/
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機構「ＰＭＤＡ医療安全情報」のページに掲載されているのでご確認いただ

きたい。 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revisi

on-of-precautions/0306.html 

☆平成29年1月10日付 

①イグラチモド 

②レナリドミド水和物 

③インターフェロンベータ-1b（遺伝子組換え） 

 

（８）透析前の体重測定の誤りについて 
      日本医療機能評価機構から、透析前の体重測定を適切な方法で実施されなかったた

め、誤った体重をもとに透析を行った事例が4件報告されているとの通知があった（集

計期間2011年1月1日～2016年11月30日）。 

 ついては、以下を参考に対応していただきたい。 
①透析前の体重測定の際に、体重計の設定や測定時の条件を確認する 

 

 

【保  険  部】 

 (１) ミカトリオ配合錠の保険適用に係る留意事項について  

【日医発第 1086号（保 231）】 

    （県医師会報２月号「保険」のページ P.30～P.31に掲載済） 

 

 (２) 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について  

【日医発第 1085号（保 230）】 

    （概要は県医師会報２月号「保険」のページ P.31～P.32 に掲載済）（詳細は日医

雑誌３月号を参照） 

    ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取

扱い等」のコーナーに掲載される予定 
 

      http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

 (３) 検査料の点数の取扱いについて 【日医発第 1087 号（保 232）】 

  （新たに保険適用が認められた検査−平成 29年 1月 1日適用−） 

  （県医師会報２月号「保険」のページ P.32～P.33 に掲載済）（日医雑誌２月号掲載済） 
   ※厚生労働省ホームページに掲載済 
     http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161228S0040.pdf 
      
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認めら

れた検査・医療機器等」のコーナーに掲載される予定 
     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/ 

 

 (４) 医療機器の保険適用について（平成 29 年１月１日保険適用分）について 

【日医発第 1048号（保 218）】 

 (５) 共済組合員証並びに被扶養者証の無効について 

  ①法務省共済組合大津地方法務局支部（保険者番号 31250053） 

     記号番号  無効年月日   無効事由        備 考 

    076-20001000   H29.1.18 被扶養者証に 

つき紛失の為   当該組合員及び被扶養者は東市在 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revision-of-precautions/0306.html
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/revision-of-precautions/0306.html
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999031F1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291024M1
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6399416D1
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    （県医師会報２月号「保険」のページ P.33 に掲載済） 

 

 (６) 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に係る取扱いについて 

【関連通知：日医常任理事通知（保 213）】 

 

 (７) 草津市における国民健康保険被保険者証等の桁数の変更について 

    ※平成 29 年 4 月 1 日から、草津市国民健康保険被保険者証等の証番号の桁

数が６桁から 10 桁に変更となる。今までの証番号の前に「0000」が付与さ

れ、それ以下の番号は変更なし 

   ※平成 29年 4月 1日から変更となるもの 

     国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書 

   ※国民健康保険高齢受給者証等については平成 29年 8月 1日から変更される予定 

 

 (８) 特定医療費（指定難病）の自己負担上限額管理票の記載について 

    （県医師会報平成 28年 12月号「保険」のページ P.32参照） 

 

 

 (９) 予防接種の費用の取扱い、および抗インフルエンザ薬を予防目的で投与する

際の留意点について 

    （県医師会報２月号「保険」のページ P.34 参照） 

 

〔研修会関係〕 

(１０) 平成 28 年度難病指定医・協力難病指定医研修会（H29.2.26）について 
 

   日時：平成 29年２月２６日（日）午後１時～ 

   会場：県立成人病センター 研究棟 研究所講堂 
 

   ※難病指定医の番号の３桁目の記号が「Ｐ」となっている先生で、H28.2.21 又は

H28.6.30 の指定医研修会を受講されなかった先生は、今回受講されないと

H29.3.31 をもって難病指定医の指定が取り消されるので、今後新規申請時の指定

難病の臨床調査個人票を作成される可能性のある先生は、今回必ず受講いただきた

い。 

    ⇒問い合わせ先 

      滋賀県障害福祉課 障害認定・難病係  TEL（直）077-528-3547・3543 

 

(１１) 保険診療研修会（自主指導）の日程について 

     と き：平成 29年３月４日（土） 14：30～17：00       
     ところ：びわ湖大津プリンスホテル 3階プリンスホール 
     内 容：①ピア・レビュー（14：35～15：35） 
           保険診療上の留意事項について 
          「個別指導の指摘事項から見た日常診療での留意点」 
                    滋賀県医師会 中村 真人 理事 
        ②特別講演（15：35～） 
          「2018年度の診療報酬・介護報酬同時改定を見据えた日医の考え方に

ついて（仮題）」 
           日本医師会  中川 俊男 副会長 

 

〔その他〕 
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(１２) 再診料に係る地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算及び地域包括診療

料・認知症地域包括診療料の施設基準にある『慢性疾患の指導に係る適切な

研修』の要件について 

    ※標記施設基準にある『慢性疾患の指導に係る適切な研修』の要件については、前

回の施設基準届出時から２年毎に当該研修を受講したことを証明する書類を近

畿厚生局滋賀事務所へ提出する必要があるので、前回が H27.4 月に届出されてい

る医療機関にあってはご留意願いたい 

    ※日本医師会生涯教育制度に係る研修であり、２年間で通算 20時間以上の受講が必

要 

20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして 29認知能の障害、74高血圧

症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ１時間以上の研修（座学）

を受講しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅

医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない 

    ※研修要件を満たせない場合は辞退の届出を提出する 

 
 

 

【公 衆 衛 生 部】 

[地 域 保 健]  
（１）日本脳炎の定期の予防接種に係る積極的な接種勧奨の取扱い等について 

 今般、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会での意見を踏まえ、日本脳炎の定期

の予防接種の積極的な接種勧奨の取扱いを下記のとおり通知した。 

①平成 29 年度から平成 36 年度までの間、当該年度に 18 歳となる者について、年度ご

とに、2期接種の積極的勧奨を行う。 

②その他、積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、予防接種の対象者であった者のう

ち、1 期接種を完了している者に対しては、市町村長等が実施可能な範囲で、2 期接

種の積極的勧奨を行って差支えない。 

  （参考）第 11回予防接種・ワクチン分科会 資料 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149977.html 

 

（２）子ども予防接種週間の実施について   
  例年実施協力いただいている日本医師会・日本小児科医会・厚生労働省主催の「子

ども予防接種週間」が平成 28年 3月 1日（水）から 3月 7日（火）まで実施される。 

  今年度も地域住民の予防接種に対する関心を高め、予防接種率の向上にご協力願い

たい。 

    要綱等詳細は、日本医師会 HPを参照。 

http://www.med.or.jp/jma/region/kodomo_vaccine/001329.html 

 

（３）平成 28年度「自殺対策強化月間」における啓発活動の推進について 
  平成 28年 4月 1日施行の自殺対策基本法の一部を改正する法律において、3月を自

殺対策強化月間と位置付け、国、地方公共団体、関係団体、及び民間団体等が連携し

て啓発活動及び支援策を強力に推進することを目的に、平成 28年度「自殺対策強化月

間」実施要綱に基づき今年度も啓発活動が実施される。積極的なご支援ご協力をお願

いしたい。 

なお、啓発用ポスターについては日本医師会雑誌（平成 29 年 3 月号）に同封され

る予定。 

詳細は、内閣府 HPを参照「平成 27年度自殺対策強化月間実施要綱」並びに広報ポ

スター 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149977.html
http://www.med.or.jp/jma/region/kodomo_vaccine/001329.html
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150135.html 

 

 

［小 児 保 健 部 ］ 

 （１）第７９回滋賀県医師会学校保健学校医研修会開催について 

    日時：平成 29年 3月 2日（木） 14：30～16：00 

    会場：ピアザ淡海 207会議室  大津市におの浜 1丁目 1番 20号 

    内容：「LGBTの基礎知識：学校の中の性同一性障害の子どもたち」 

    講師：岡山大学大学院保健学研究科 教授 中塚 幹也 先生 

    研修単位：日医生涯教育制度 1.5 単位・CC 72 

 

  

３. 平成 29年 2月以降の行事予定表           （総務資料 20）ｐ.60 

 

４. 県医師会実施主体 講演会・研修会等のご案内     （総務資料 21）ｐ.66 
 ・改正道路交通法施行にかかる説明会について（総務資料以外） 

  ①「北部会場」平成 29年 2月 26日（日） 14：30～16：00 

        米原文化産業交流会館 

  ②「南部会場」平成 29年 3月 9日 8(木)  14：30～16：00 

        滋賀県庁 東館 7F会議室 

  ※申込・問い合わせ：滋賀県健康福祉部 

 医療福祉推進課 認知症施策推進係 

TEL:077-528-3522  FAX:077-528-4851 

 

５. 当医師会 3月行事予定                  （総務資料 22）ｐ.67 

 

６.その他 

（１）「新入学（園）児と高齢者の交通事故防止運動」について（総務資料 23）ｐ.68 

 

（２）滋賀県糖尿病・ＣＫＤ地域医療連携講演会開催のお知らせ（総務資料 24）ｐ. 

 

（３）第１２回草津栗東認知症ケア・ネットワークを考える会開催お知らせ 
（総務資料 25）ｐ. 

 
 

☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 
 

≪第 51 期通常総代会のご案内≫ 
「滋賀県医師協同組合 第 51 期通常総代会」は下記の日程で開催を予定しておりま

す。 
各地域医師会から選出された総代の先生方におかれましてはご出席をお願いいたし

ます。 
また総代以外の組合員の先生方におかれましても、オブザーバーとして総代会にご参

加いただけるよう準備をしておりますのでよろしくお願いいたします。 
開催日 平成 29 年 5 月 20 日（土） 
会 場 クサツエストピアホテル 
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≪株式会社大垣書店「外商お得意様カード」のご案内≫ 
株式会社大垣書店の「外商お得意様カード」について大変ご好評をいただいておりま

す。店頭にて提示いただくことで、書籍、雑誌、CD、DVD、雑貨等が 5％割引とな

ります。ご家族のカードを複数枚作成することも可能です。また代金は組合登録口座

からひと月分をまとめて請求させていただくので大変便利です。詳細については医協

ニュース 2 月号をご覧ください。 
 
≪アート引越しセンター「組合員特典」のご案内≫ 
アート引越しセンターの引越サービスについて、組合員特典として引越基本料金 30%
割引、エプロンサービス（家事代行）、ハウスクリーニングについては基本料金 10％
が適用され、ご家族の皆様もご利用可能です。法人専用フリーダイヤルに直接お電話

いただき、「滋賀県医師協同組合」とお伝えいただくだけで簡単にご利用できます。

詳細については医協ニュース 2 月号をご覧ください。 
 
≪生命保険料の値上げについて≫ 
各生命保険会社において、今年の 4 月より貯蓄商品がマイナス金利の影響で約束され

た予定利率で運用することが難しくなっており、生命保険料が値上げされます。保険

商品によって異なりますが、2 割以上保険料が値上げされる商品もございます。老後

の積立や退職金の積立などをご検討の方はお早めにご検討下さい。  
各種保険のご相談は当組合福祉課までお問合せ下さい。 
【主な値上げ商品】 
 個人年金保険、終身保険、学資保険 など 
 

～滋賀県医師協同組合に未加入の先生方へ 
当組合へご加入頂くことで、様々な組合メリットをご利用頂けますので是非ご検討下さい。 
またご存知ない先生方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

加入要項 

①滋賀県内の開業医（正組合員） 
②滋賀県内の病院または診療所に勤務する医師（勤務医部会員） 
ご加入時に出資金（預り保証金）1 万円をお預かりさせていただくだけで賦課金・会費等は

一切ございません。なお、出資金（預り保証金）は組合脱退時にご返金させて頂きます。 
＊詳しくは当組合まで（０７７－５１６－８６６０）までお問い合わせください。 
 

 














































































































































	H29年2月・例会次第
	H29年2月例会資料

